
 

 

 

平成１９年度 
 

第１回富士宮市都市計画審議会議事録 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

平成１９年７月１３日（金） 午後３時００分 

富士宮市役所 ７階 ７２１・７２２会議室 

 

 



 
 審 議 案 件 
 
 議選第１号  富士宮市都市計画審議会会長の互選について 
 
 議 第 １ 号  岳南広域都市計画道路の変更＜３・６・６２号 野中棒杭線＞ 
        について（静岡県決定） 
 
 
１ 審議に出席した委員（１３人） 

水 口 俊 典 委員 菅 原 由美子 委員 

竹 内 文 則 委員 寺 田 尚 稔 委員 

井 出  健  委員 斉 藤 秀 実 委員 

山 口 源 蔵 委員 諸 星 孝 子 委員 

續   富 久 委員 鈴 木 義 勝 委員 

平 井 憲 明 委員 田 島 幹 夫 委員 

渡 辺 さち子 委員  

 
２ 審議に欠席した委員（４人） 

篠 原 松太郎 委員 望 月 芳 将 委員 

稲 葉 晃 司 委員 望 月 光 雄 委員 

 
 
３ 説明のための出席者 
 
 (議 第 １ 号) 
 市    長  
 都市整備部長 
 [都市計画課]  課 長  主 幹  主幹兼計画係長  主幹兼都市整備係長 
         主幹兼駅周辺整備係長 
 



進 行（都市計画課主幹兼計画係長） 

 定刻となりましたので、ただいまから富士宮市都市計画審議会委嘱状交付式を開会さ

せていただきます。 
 皆様には、御多忙のところ御出席いただきましてありがとうございます。 
 初めに、欠席、代理出席の方々について報告させていただきます。 
 篠原松太郎様、望月芳将様、稲葉晃司様 望月光雄様から、本日所用のため欠席との

連絡がありましたので報告します。 
 また、公務の都合により富士土木事務所長の鈴木義勝様におかれましては、富士土木

事務所企画検査課長の渡邉信幸様に代理受領をお願いしたく存じます。 
 それでは、富士宮市都市計画審議会条例第 3 条に基づきまして委嘱状の交付を行い
ます。 
 委嘱状の交付につきましては、市長が皆様方のお席の前に進みましてお渡しさせてい

ただきますので、恐れ入りますが、お名前をお呼びさせていただきましたら、その場に

お立ちになりまして、お受け取り願いたいと思います。 
 

・・・・・・・委 嘱 状 交 付・・・・・・・ 

 
 ありがとうございました。以上で委嘱状交付式を終了します。 
 皆様には２年間よろしくお願いいたします。 
 ここで市長からご挨拶をさせていただきます。 
 
市 長 

 それでは一言ご挨拶をさせていただきます。 
 本日は大変お忙しい中を、都市計画審議会にご出席いただきまして、誠にありがとう

ございます。 
 この都市計画審議会は、富士宮市の暮らし、そして次の世代に向けたまちづくりの基

本であり指針となる様々なことを皆様方に審議をしていただくわけですが、私といたし

ましても大いに期待しているところでございます。 
 いうまでもなく、昨今の社会は大変に様変わりをしており、従来の概念といったもの

を、様々な部分で考え直していかなければなりません。 
 一つには地球温暖化といった問題、二つ目は、日本特有の人口減少、高齢化といった

問題など、世界に共通する問題、日本だけの独自の問題、このような大変革の時代にあ

って、私たち自治体の運営は非常に困難なものとなってきております。しかし、その困

難な中にこそ、見極めをつけて展望を切り開いていかなければならない。その点で、こ

れからは真の意味での民主主義といいますか、地方自治がそれぞれのまちに根付くかど

うかが、その真価が問われているのではないかと思います。 
 そのような中で、まちづくりそのもの、都市計画そのものが、分権という言葉と同じ

ように、国から県、県から市ということで無くて、自分たち自らがこうした視点と発想

で、一行政ということでなくて、市民の皆様とともにコラボレート、協働しながらの発



想が必要であると感じています。 
 このような中で、皆様にお願い、期待させていただくのは、専門的な立場で、また市

民の代表としてのご意見でございます。 
 これからのまちづくりは、ハードからソフトを重視する時代に移り変わってきている

と感じております。このような時代の転換点の中で、学識経験者、市議会議員、関係行

政機関の方々、市民の代表から構成されるこの都市計画審議会の果たす役割は、今更な

がら重要であると思っております。 
 委員の皆様方にはこれからの２年間でありますが、富士宮市の都市計画行政全般にわ

たる施策についてのご審議をいただくわけですが、是非、活発なご意見をいただきます

ようよろしくお願い申し上げます。 
 少し話しが長くなりますが、この活発な議論ということで非常に印象的なことがござ

いましたので、ご披露いたしたいと思います。 
 ただいま委嘱状を最初にお渡しいたしました水口先生は、先ごろ芝浦工業大学を退任

されまして、その退任記念の会にご招待をいただいたわけですが、そこで、私が非常に

うれしいといいますか、ありがたいことがございまして、その会で配布されました、先

生の退任記念寄稿集が「転換期の都市・地域計画 まちづくりの来し方・行く末」とい

うタイトルでございますが、その表紙に「富士宮市の土地利用の図面」を使っていただ

いております。 
 それだけ富士宮市の存在をお示しいただいたということで、感動したわけでございま

す。土地分級手法に基づく土地利用構想図の作成と銘打ってあるわけですが、ご案内の

とおり、それぞれのまちの将来像は、地方自治法における総合計画、国土利用計画法に

基づく土地利用によるわけですが、その総合計画と土地利用を合致し、整合性を持たせ

てあるというところに富士宮市の大きな特徴がある訳でございます。 
 それは、なんといっても富士山ということでございますが、その富士山は精神のより

どころということも含めて、それから防災ということも含めて、また、自然環境という

ことも含めて、さまざまな考えの中に、この土地利用計画というものが基本になってい

ると私は考えております。 
 さて、その大いなる議論ということでございますが、この都市計画審議会の委員の意

見にくだりが掲載されております。 
 その部分について、どうしてこの部分が掲載されたのですかと尋ねたところ、富士宮

市の都市計画審議会の委員がこのような視点を持っていたということを紹介したかっ

たとおっしゃっていました。 
 その視点というのは、「水は都市計画のなかで位置づけがあるのであろうか」という

ものでした。 
 富士宮は富士山と水、いいかえれば土地と水ということですが、土地のことについて

はいろいろと議論を重ねているわけですが、水については、都市計画マスタープランの

なかでどのように位置づけていくべきであろうか、このような委員のかたの発言のくだ

りが掲載されている訳でございます。 
 食料自給率が４０パーセント、水の自給率というのをどのように考えていけばよいの



であろうか、同じ日本のなかでも、四国あたりでは渇水の問題がでておりますが、一方

富士宮市は豊かな水資源をもっております。このようなことがこれからは都市計画の中

に「水」というものがしっかりと位置づけられていくことが必要であるのかなと感じて

います。 
 この都市計画審議会においてこのような議論がなされたということを水口先生にご

紹介いただいたということで大変意義のあるものであったと感じております。 
 このようなご紹介をさせていただきましたが、皆様方にはこれから２年間活発な議論

に多いに期待を寄せまして私のご挨拶とさせていただきたいと思います。 
 よろしくお願いいたします。 
 
進 行（都市計画課主幹兼計画係長） 

 ありがとうございました。 
 次に都市計画関係職員の紹介をさせていただきます。 
 

・・・・・・・ 職 員 紹 介 ・・・・・・・・ 

 
 以上をもちまして、富士宮市都市計画審議会委員の委嘱状交付式を終了させていただ

きます。 
 それではここで、本日の議事に関係のない職員は退席させていただきます。 
 
それでは、本日の会議に入ります前に、お手元に配布させていただきました資料の確認

をお願いいたします。 
 配布資料は、６月２９日付けで送付させていただきました資料といたしまして、本日

ご審議いただきます「提出議案書」、また、本日配布させていただきました資料として、

富士宮市都市計画審議会次第、富士宮市都市計画審議会条例、富士宮市都市計画審議会

運営要領、富士宮市都市計画審議会委員名簿、席次表であります。 

 以上６点となっております。 
 また、今回新たに就任いただきました１号委員、４号委員様には、富士宮市都市計画

マスタープランと都市計画図を各１部配布させていただいております。 
 以上資料漏れ等ございませんでしょうか。 
それでは、お手元の次第をご覧ください。 
 ただいまから、富士宮市都市計画審議会を開会させていただきます。 
 本日の議題は２件ございます。 
 まず、議選第１号「富士宮市都市計画審議会会長の互選について」におきまして、審

議会の会長を委員の皆様により互選していただきます。 
 会長選出後、会長の議事によりまして、議第１号「岳南広域都市計画道路の変更」に

ついてご審議いただきます。 
 それでは、審議会会長の互選をお願いします。 
 富士宮市都市計画審議会運営要領第２条によりまして、委員の互選により会長を決め



ていただくため、同要領第３条の規定により、年長の田島幹夫委員に臨時議長をお願い

し、議事を進めたいと思います。 
 田島委員、よろしくお願いいたします。 
 
田島臨時議長 

 ただいま説明がありましたように、私が年長の委員ということで臨時議長を勤めさせ

ていただきます。よろしくお願いいたします。 
 まず、本日の会議ですが、富士宮市都市計画審議会条例第７条第１項により、２分の

１以上の委員が出席しておりますので、本審議会は成立します。 
 それでは審議に入ります。 
 議選第１号「富士宮市都市計画審議会会長の互選について」を議題といたします。 
 会長職は、都市計画法の規定により、富士宮市都市計画審議会条例第３条第１号の学

識経験を有する委員から選出することとなっております。 
 会長の互選は、いかがいたしましょうか。 
 
寺田委員 

 都市計画の経験豊かな、前会長の水口委員に今期につきましても会長をお願いしては

いかがかと思います。 
 
田島臨時議長 

 水口委員にお願いしてはというご意見がございましたが、これにご異議ございません

でしょうか。 
 

・・・・・・・ 異議なしの声 ・・・・・・・・ 

 

田島臨時議長 

 異議なしの声が、ほとんどですので水口委員に会長をお願いしたいと思います。 
それでは、私は、会長が決まりましたので退席いたします。 

 ご協力ありがとうございました。 
 
進 行（都市計画課主幹兼計画係長） 

 田島委員、ありがとうございました。 
 それでは水口委員、会長席へお願いいたします。 
 会長となられました水口委員は、現在芝浦工業大学名誉教授でいらっしゃいます。 
 それでは、富士宮市都市計画審議会運営要領第５条の規定によりまして、以降の議事

進行を水口会長にお願いいたします。 
 よろしくお願いいたします。 
 
 



水口会長 

会長を受け賜りました水口でございます。よろしくお願いいたします。 
今期におきましては、多数の方が新しく委員になられたといこともありまして、本

日初めてお会いする方もいらっしゃることから、簡単ですが自己紹介をさせていただき

ます。 
私の専門は都市計画であり、農地や森林も含めた土地利用計画の技術や制度であり

ますが、特に最近は非常に大きな変動期にありまして、新たな制度のあり方や活用の仕

方などが多くなって参りました。 
 先ほどご紹介いただきましたが、今年の４月に大学の専任教員を退任いたしまして、

現在はフリーランスであります。 
 富士宮市とは、１９８０年代の中ごろ、都市化が急速に進み、中曽根内閣において規

制緩和や民間活力の導入など、激動の時代でありましたが、そのころからのお付き合い

であり、２０年余りとなります。 
 その後、様々なテーマで関わって参りましたが、私なりに定点観測都市として長期に

わたって応援をさせていただいております。 
 さきほど市長の話にもありましたが、都市計画は大きな変革の時代を迎えております。 
 簡単に申しますと、従来の官主導の都市計画から、市民と企業と行政がある程度責任

を分かちあうといいますか、そのようなまちづくりに向けた改革の途中といいますか、

変化の途中にあるといえます。 
 その改革の一環として、市町村都市計画審議会というものも大きく変わりつつありま

す。 
 私が所属しております、日本都市計画家協会のテーマの一つで、都道府県や市町村の

都市計画審議会をウォッチングしようという企画が盛り上がっておりまして、要するに、

都市計画を市民に結ぶものとして、市町村都市計画審議会というのは非常に大きな役割

を期待されております。そのことに向けて、都市計画法においても市町村都市計画審議

会をきちんと位置づけるといったことを行ってきております。 
 これからの富士宮市のまちづくりにとって、市民にとって馴染みのある、市民と都市

計画を結びつける、かつ、適正な計画内容としていくということの一端を担う機関とし

て重要な役割を果たすべきものであると考えております。 
 ということで、よくある形式的な処理手続きといったことに甘んじるのではなくて、

市民による適正なまちづくりのためにがんばって参りたいと考えております。 
 自由で活発なご意見をいただきたいことと、皆様方及び事務局と協力しあって効果的

な答申なり意見書といったものをまとめていきたいと考えております。 
 どうぞよろしくお願いいたします。 
 私の初めのご挨拶は以上ですが、具体的な議題に入るまえに、委員の皆様に一言ずつ

自己紹介、或いはこの審議会に対するコメントをいただきたいと思います。 
 

・・・・・・・ 各委員自己紹介 ・・・・・・・・ 

 



水口会長 

 皆様ありがとうございました。 

 それでは、議事を進めたいと思います。 

 まず、はじめに、最初にお配りいたしました都市計画審議会条例をご覧ください。会

長に事故があるときに、あらかじめ会長が指名する者が会務を代理するとありますが、

この会長の職務代理者に、行政経験豊富であり、土地勘も持っていらっしゃる斉藤秀実

委員を会長の職務代理者に指名いたします。 

 斉藤委員、よろしくお願いいたします。 

 次に、都市計画審議会運営要領にあります、本日の会議録の署名人を寺田委員にお願

いしたいと思います。 

 それでは、本日の議第１号に入りますが、岳南広域都市計画道路の変更     

３・６・６２号、野中棒杭線、静岡県決定の都市計画道路の件です。 

 先ほど臨時議長から報告がありましたが、本日の会議は１３名が出席しておりますの

で、会議は成立いたします。 

 次にこの審議会の公開ですが、原則公開となっており、本日は特段の事情はないと思

われますので、公開で行いたいと思いますがご異議ございませんか。 

 

・・・・・・・ 異議なしの声 ・・・・・・・・ 

  

 それでは、議第１号につきまして事務局より説明を求めます。 

 

 

都市計画課長 

 それでは、私から議第１号についてご説明をさせていただきます。 

 議案書の２ページをお開きください。 

 岳南広域都市計画道路の変更、静岡県決定についてご説明させていただきます。 

 今回の議案は、都市計画道路野中棒杭線の変更にかかわる案件でございますが、この

野中棒杭線は、県道富士富士宮由比線でありますことから、この決定権者は静岡県知事

となります。この変更を行うにあたって、平成１９年６月１１日付けで、静岡県知事か

ら意見照会を受けております。この意見照会に対して、富士宮市は回答を行うわけです

が、それにあたって皆様にご審議をお願いするものであります。 

 都市計画道路、野中棒杭線でございますが、市の中心部を南北に横断する道路でござ

いまして、イオン富士宮ショッピングセンターの西側の縦道でございます。 

 昭和３６年１１月１９日に幅員８メートルで都市計画決定をいたしまして、延長は  

１,９５０メートルでございます。その後、平成１６年２月１３日に車線数２車線とい

う都市計画の変更を行っております。平成１６年６月２２日には、都市計画道路吉原大

月線交差点から、西富士宮駅大宝坊線交差点までの約２１０メートルについて、幅員を

８メートルから１９メートルに変更させていただいております。 

 現在この区間は事業を行っておりまして、場所は秀英予備校とクリエイトにはさまれ



た区間でございます。 

 それでは、議案書の３ページをご覧ください。ここに変更する内容が書いてございま

す。 

 岳南広域都市計画道路の変更でございますが、種別は幹線道路、起点は富士宮市浅間

町、終点は富士宮市城北町、主な経過地は大宮町でございます。区間は１,９５０メー

トル、構造としては地表式二車線道路、幅員８メートルでありますが、この８メートル

というのは、全長１,９５０メートルのうち一番多い部分の幅員を代表幅員としている

ということでございます。鉄道との交差構造は東海旅客鉄道身延線と立体交差となりま

す。幹線道路と平面交差する箇所は６箇所ございます。 

 次に理由でありますが、都市交通の利便性、安全性の向上及び住環境の保全を図るた

め、本案のとおり変更するであります。 

 次に議案書４ページの変更理由を朗読させていただきます。 

岳南広域都市計画道路３・６・６２号野中棒杭線は、ＪＲ富士宮駅の西方約４００メ

ートルに位置し、ＪＲ身延線と交差してその南北を連絡し、同駅周辺の都市活動の活発

化、南北の連絡の強化など、活発な交流と安全な市街地の形成を図るため、都市計画道

路田中青木線、同田中阿幸地線、同西富士宮駅大宝坊線とともに｢駅周辺環状道路｣を構

成する道路として、昭和３６年に都市計画決定された延長約１，９５０メートル、代表

幅員８メートルの都市計画道路である。 

現在、富士宮市においては、ＪＲ富士宮駅周辺における交通渋滞の緩和、同駅周辺南

北の交通の円滑化、児童、車椅子利用者、高齢者などの安全で快適な交通の確保などの

課題に対応するために、駅周辺の土地利用を支え、活発な交流と安全な市街地を形成す

る上で重要な役割を担う｢駅周辺環状道路｣の整備を図ることとしており、その一環とし

て、次により、当道路の都市計画を変更するものである。 

 １として幅員の変更でございますが、当道路は、県道富士富士宮由比線の一部でもあ

り、一日当たり約１万２千台の交通量があること、また、将来的にもＪＲ富士宮駅周辺

南北の交通の円滑化に大きく寄与することが期待される道路であることから、円滑な自

動車交通を図るための十分な車道幅員を確保する必要がある。また、当道路は市中心部

にあることから歩行者が多く、車椅子利用者や高齢者を含め、誰もが安全で快適に歩行

できるようにするための十分な歩道幅員を確保する必要もある。 

このため、都市計画道路田中青木線から同吉原大月線までの延長約５４０メートル

の区間について、道路の幅員を現在の８メートルを１８から１９メートルに変更する

ものである。 

なお、これにより、当道路において｢駅周辺環状道路｣を構成する部分は、全て標準

幅員１８メートルで決定されることになる。 

 ２としてＪＲ身延線との交差方法の変更でございますが、当道路は、現在、ＪＲ身延

線と野中踏切において平面交差しており、自動車及び歩行者等について、円滑で安全な

交通が妨げられている。 

また、この野中踏切は、踏切道改良促進法の｢除却踏切指定｣を受けており、除去す

る必要性を認識していることから、当道路とＪＲ身延線との交差を現在の平面交差か



ら立体交差に変更するものである。 

なお、立体交差の方法は、当道路東西の円滑な通行や、歩行者の歩きやすい縦断勾

配に配慮することとし、野中踏切前後のＪＲ身延線を高架構造とすることを予定する。 

 以上が変更理由でございます。 

 次に議案書５ページをご覧ください。変更の概要が記載してございます。 

 変更の概要といたしましては、３・４・２７号田中青木線交差点から３・５・１３号

吉原大月線交差点までの延長約５４０メートルの区間について、幅員８メートルを１８

メートルから１９メートルに変更するものでございます。 
 下に表がございますが、上段が変更後、下段が既決定であります。都市計画決定図書

における記載事項の変更箇所といたしましては、地表式区間における鉄道等との交差の

構造の箇所において、東海旅客鉄道身延線と平面交差から立体交差に変更されるもので

あります。 
 次に議案書６ページに地図がついております。ここには野中棒杭線全線が記載されて

おります。赤色と黄色で表記してございますが、今回変更いたします区間はこの赤色で

表記した部分であります。野中踏切北側の交差点から田中青木線の野中橋手前の交差点

までの約５４０メートルの区間を変更しようとするものであります。 
 次に７ページをご覧ください。今申しました５４０メートルの変更区間を拡大した図

であります。 
 幅員は１８メートルですが、吉原大月線交差点部分におきましては、幅員１９メート

ルとし右折レーンを設けてございます。 
 また道路は平面、鉄道を立体化し踏切を除却するということでございます。 
 議案書の内容につきましては以上でございますが、今日に至るまでの周辺住民の方々

への説明会及び関係機関への説明の状況についてご報告いたします。 
 富士宮市都市計画課と富士土木事務所都市計画課が主体となりまして、これまでに２

回、住民を対象とした説明会を開催しております。 
 １回目の説明会は、平成１８年１２月１９日に浅間公会堂におきまして、周辺住民の

方々、地権者の方々を対象に行い３４名の方に出席をいただきました。 
 ２回目の説明会は、平成１９年１月２４日に市役所７階の会議室におきまして、市域

全域を対象とした説明会を開催いたしました。こちらには１１名の方に参加をいただい

ております。 
 次に公聴会に代わるものといたしまして、６月４日から８日までの５日間、富士宮市

都市計画課と富士土木事務所都市計画課において、今回の都市計画の変更に係る相談窓

口を設置して参りました。 
その後、都市計画法第２１条第 2 項の規定において準用する同法第１７条第 1 項の
規定に基づき、静岡県庁建設部都市計画課並びに富士宮市役所都市整備部都市計画課に

おいて、平成１９年 6 月１２日から平成１９年 6 月２６日まで縦覧に供し、意見書の
提出期間を設けました。縦覧者は、富士宮市役所で 1 名、県庁では 0 名。意見書につ
きましては提出はありませんでした。 
 続きまして、関係機関協議についてご説明させていただきます。 



平成１８年１１月 1 日、静岡県街路整備室並びに富士土木事務所都市計画課に、都
市計画の変更概要について協議を行い、平成１８年１１月１３日に応諾を受けました。 
平成１９年 1 月１８日、静岡県公安委員会に、都市計画道路吉原大月線、田中青木

線との交差点処理について協議を行い、平成１９年 3月 5日に応諾を受けました。 
平成１９年 1月 29日、富士土木事務所企画検査課並びに工事課富士宮分庁舎に、都
市計画の変更概要について協議を行い、平成１９年 3月 12日に応諾を受けました。 
平成１９年 3 月２９日、東海旅客鉄道株式会社総合企画本部企画開発部に、都市計

画の変更概要について協議を行い、平成１９年 5月２８日に応諾を受けました。 
 私からの説明は以上でございますが、続きまして、鉄道の高架化につきまして、これ

までの状況や今後の予定について担当係長から図面等を用いてご説明させていただき

ます。 
  
主幹兼駅周辺整備係長 

事業の整備方法につきましては、県道の管理者である静岡県が事業主体となり、JR
身延線の高架化と都市計画道路野中棒杭線の拡幅を街路事業として同時に施行する、野

中棒杭線踏切改良事業として行います。 
JR 身延線の高架化につきましては、野中棒杭線との交差箇所から、東西方向に約  
７００メートルを事業区間とします。現在供用中の鉄道の南側に、高架構造の軌道を建

設し、鉄道の切り替え後、現在供用中の鉄道と踏切を撤去します。 
野中棒杭線の拡幅改良事業につきましては、吉原大月線交差点から南側の大型ショッ

ピングセンター一般車両出入口までの区間、約２００メートルを鉄道高架と同時に改良

する事業計画としております。吉原大月線との交差点の渋滞を緩和させるため、約７０

メートルの右折レーンを設置します。これにより、同交差点の全ての方向に右折レーン

が設置される計画となっております。 
次に、高架側道配置計画平面図をご覧下さい。鉄道の高架化に伴い、市道の交差部を

2箇所計画しております。 
東側を交差道路１といたしまして、ペニー紡績踏切に北進する車両の渋滞緩和と南北

の交流強化を目的として設置して参りたいと考えております。 
高架下は約３メートルの高さが確保できることから、普通乗用車の迂回路的な目的で

この道路を考えております。 
次に、西側を交差道路２といたしまして、神田川地区と吉原大月線を結ぶアクセス道

路として計画しております。高架下は約４．５メートルの高さが確保できるため、大型

車の通行が可能となります。なお、幅員については双方とも９メートルから１０メート

ルを予定しております。 
今後の事業スケジュールといたしましては、今回の都市計画審議会および静岡県の都

市計画審議会を経まして、今年度中に都市計画道路の事業認可から事業着手を計画し、

鉄道切り替え完了まで、おおむね 5 年程度での完成を目標としており、その後、この
市道をできるだけ早い時期に進めていきたいと考えております。 
以上簡単ではございますが、事務局からの説明とさせていただきます。 



ご審議のほどをよろしくお願いいたします。 
 

水口会長 

 ありがとうございました。 

 議案の説明と関連する事業の説明をいただきました。 

 それでは、本議案につきまして委員の皆様からご質問、ご意見を伺いたいと思います。 

 まず私から、鉄道高架及び周辺２００メートルの事業計画についてはお伺いしました

が、残りの南側についてはどのような状況となっていますでしょうか。 

 

都市計画課長 

 先ほどご説明いたしました２００メートルの区間から南側につきましては、静岡県が

標準幅員１３メートルから１４メートルで暫定的に改良を行っていただいております。 

 従いまして、道路形態、道路機能、歩行者機能とも一応確保されているということか

ら、事業の必要性という面で、若干後ということになるのかなと思っております。 

 

寺田委員 

 ＪＲの高架化についてですが、東側に新たに市道を設け高架下が３メートルというこ

とですので、登り勾配の途中にできるということになろうかと思いますが、野中棒杭線

との交差部分については高さ的には問題ないのでしょうか。 

 

都市計画課長 

 この周辺の地形の特性として、神田川周辺が最も低くなっております。高架自体はそ

こに向かって登っていく構造となっておりますので、野中棒杭線との交差部分について

は建築限界の４．７メートルを確保できることから、大型車もスムースに通行できる構

造となっております。 

 

主幹兼駅周辺整備係長 

 野中棒杭線以外の交差道路につきましては、東側の交差道路１との交差部分が３．２

メートル、西側の交差道路２については、地形自体が野中棒杭線との交差部分よりかな

り下がっておりますので、野中棒杭線との交差部分を４．７メートルとした場合、この

部分においても４．７メートル確保できる構造となっております。 

  

水口会長 

 私の方からもう一点お伺いしますが、議案書７ページに道路の断面図が掲載されてお

ります。 
 幅員を１８ないし１９メートルに変更して、交差点につきましては交差点断面図のと

おり１９メートルとし右折車線を設けているわけですが、隣接している大規模集客施設

の出入口については、交差点と同様の右折車線が必要であると思われます。また、この

一般断面図を見ると両側に４．５メートルの歩道が設けられており、単なる歩行者処理



だけでなく快適な歩道ができると期待できます。 
 この大規模集客施設への右折車線の処理と、歩行者空間のイメージについてお伺いい

たします。 
 
都市計画課長 

 イオン富士宮ショッピングセンターへ野中棒杭線を北進する車両が進入する場合に

ついてですが、現況において右折レーンが設置されております。今回事業として想定し

ている区間にはその部分は入らないため、現況のまま右折レーンを使用していただくこ

ととなります。 
 
主幹兼駅周辺整備係長 

 補足をさせていただきますと、民間施設の入口ということで都市計画道路を広げると

いうことは通常いたしませんが、現在の右折レーンの確保という観点から、停車帯が１．

５メートルと植栽帯がございますので、道路の形態としては、あのような大規模集客施

設が存在する間は、右折レーンを残すという考えでおります。 

 

都市計画課長 

 次に歩道の考え方についてでございますが、現在イオン富士宮ショピングセンターの

駐車場から浅間大社に向けた歩行者の流れが最近増えてきております。今回の歩道の幅

員４．５メートルというのは、国土交通省が定める歩行者の多い歩道の標準的な数値で

すが、考え方といたしましては、車いすやセニアカーが十分余裕を持ってすれ違うこと

ができる幅員ということで、４．５メートルを確保しております。 
  
水口会長 

 そのほか、ご質問、ご意見がございますか。 
 
諸星委員 

 ４．５メートルの幅員の歩道が両サイドに整備されるということですが、この道路を

横断するための横断歩道はどの位置に設置されるのでしょうか。 
 
都市計画課長 

 現在の考え方といたしましては、南北両端の都市計画道路と交わる交差点につきまし

ては当然横断歩道を設置して参りますが、その中間に横断歩道を設置するということに

つきましては今後関係機関と協議しながら検討して参ります。 
 
寺田委員 

 野中踏切のすぐ南側に神田川町に入る道路が交差しており、結構交通量が多いように

感じております。この交差部分については現況のまま残ることになるのでしょうか。 
 



主幹兼駅周辺整備係長 

 野中棒杭線が拡幅された場合、吉原大月線との交差点に設ける右折レーンが７０メー

トルとなりますので、野中棒杭線と神田川町へ入る道路との交差点はかなり危険である

ことが予想されます。 

 従いまして、先ほどご説明いたしました高架下に設ける交差道路２を神田川町へアク

セスするメインの道路としたいと考えております。 

 なお詳細につきましては、事業の中で関係機関と協議をしながら計画を立てていきた

いと考えております。 

 

諸星委員 

 この交差点は、踏切との間隔が非常に短く大変危険であると感じておりましたが、鉄

道が高架になることによって、普通の道路と変わりなく信号待ちができるようになると

いうことでよろしいでしょうか。 
 
主幹兼駅周辺整備係長 

 そのとおりでございます。 

 

諸星委員 

 今回の事業区間に含まれない部分についての見通しはいかがでしょうか。 
 
主幹兼駅周辺整備係長 

 今回計画しております事業が完成まで約５年かかりますので、これが完成した時点で

そのときの経済状況や交通安全上の必要性などを踏まえた上で検討して参りたいと考

えております。 

 
水口会長 

 ただいまの質問に関連いたしまして、今回の事業区間に含まれない部分については暫

定幅員１４メートルとなっているようですが、車道、歩道はどのような構造となってい

ますでしょうか。 
 
主幹兼駅周辺整備係長 

 東側に歩道がありまして、車線は正規の形で整備されておりますが、西側に歩道がな

いという状況でございます。 

 

水口会長 

 そうしますと、歩行者の交通量としては、イオン富士宮ショッピングセンターから北

への歩行者は多いが南側への歩行者はそれほどでもないということでしょうか。 
 
 



主幹兼駅周辺整備係長 

 現在のイオン富士宮ショッピングセンターは大型の駐車場という機能も持っており

ますので、買い物等でいらっしゃったお客様が、ここへ車を駐車して浅間大社方面へ歩

いていくという活用のされ方をしておりますので、歩行者の交通量が大変多くなってお

ります。 

 従いまして、当面その対策として最低限必要な部分を早期に事業化したいという考え

でございます。 

 

渡辺委員 

 今回ご説明いただいている道路の鉄道を渡ったさらに北側部分において、現在工事が

進んでおりますが、この部分の幅員はどのくらいでしょうか、また完成はいつごろにな

りますでしょうか。 
 
主幹兼駅周辺整備係長 

 この部分につきましては、平成２０年度に幅員１９メートルで完成いたします。今回

の計画はこの幅員とまったく同じ形でイオン富士宮ショッピングセンター入口までを

変更しようとするものです。 

 

水口会長 

 一つ確認いたしますが、鉄道高架化事業はこの道路拡幅の事業と平行して行われるの

でしょうか。 
 
主幹兼駅周辺整備係長 

 この高架事業は限度額立体交差事業でして、この街路事業の中にセットで含まれてお

ります。従いまして、この道路を整備する中で障害物である踏切を除却するという一つ

の事業として行います。高架事業は道路整備の付帯事業という位置づけになります。 

 

水口会長 

 そのほかご意見、ご質問がございますでしょうか。 
 よろしいでしょうか。 
 それでは、これまでの議論の中で、この案について修正すべきだとのご意見はありま

せんでしたので、本日ご提案のあった都市計画の案で、都市計画上適切なものと認めて

よいかと思いますが、これにご異議ありませんか。 
 
 

・・・・・・・ 異議なしの声 ・・・・・・・・ 

 

水口会長 

 それでは異議なしと認めます。 



 一点、私からのお願いですが、道路とはネットワークであり、今回の議案は車と人の

交通流の中での判断となりますので、本日は、鉄道高架に伴う二つの交差道路の話が補

足説明的にでてきましたが、最初から合わせて説明いただくとわかりやすかったかなと

思います。 
 
 それでは本日の審議を終了し、進行を事務局へお返しいたします。 
 皆様どうもありがとうございました。 
 
 
進 行（都市計画課主幹兼計画係長） 

 委員の皆様、長時間のご審議ありがとうございました。 
 会長におかれましては、会議の進行ご苦労さまでした。 
 
 続きまして、次第の５その他でございますが、今後の都市計画審議会の予定をご連絡

させていただきます。 
 
 本年度の審議予定案件につきましては、現在のところ地区計画に関する案件が出てく

る可能性があります。 
 時期といたしましては、年度末あたりになろうかと思いますが、審議案件が上がり次

第ご連絡させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 
 
 それでは、本日の日程はすべて終了いたしましたので、都市計画審議会を閉会させて

いただきます。 
 皆様ご苦労さまでした。 
 
 
 
 


